




低層住宅地

一般住宅が多い住宅
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 200 300 200 低層住宅地

-

１中専(60,200)

人口は微減、高齢化率は上昇している。駅徒歩圏内など、利便性
の高い地域の需要は堅調である。郊外部においても需要は戻りつ
つある。

特に大きな変化は見られず、現状維持で推移している。

個別的要因に変動はない。

相続税対策としてアパート建設はされるが、収益物件としてアパートが建設されるのは皆無に等しい地域である。自用目
的での取引が支配的であり、比準価格を重視し、収益価格を参考とし、代表標準地との均衡にも留意して鑑定評価額を上
記のとおりと決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

特記すべき変動要因は認められないので当面は現状維持を予測する。また地価水準は若干下落傾向で推移するものと予測
する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 52,200 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

51,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

大垣 11

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-4.0

+2.2

+1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

大垣駅
南西方 3.9km

大垣
3.9km

(8)

東6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

市街地の外縁に位置する住
宅地域

基準方位　北　
　６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

392

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

51,600 円／㎡

26,700 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

50,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.1 ％ ％

99.1 ］

99.2［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

大垣市青柳町２丁目１５８番

+2.0

0.0

方位

台形

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 6月 24日 正常価格

平成 26年 7月 14日平成 26年 7月 1日

20,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 51,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

41,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、大垣市内の住宅地で、特に価格牽連性が強いのは中心市街地外延部住宅地域である。需要者の中心は市内
の３０才代から４０才代のサラリーマン等の一次取得者である。近隣地域周辺は、駅までやや距離があり、利便性は劣る
が、土地価格に割安感があるため、一定の需要がある。近年、近隣地域の周辺ではミニ開発等による宅地供給が増加して
いる。中心となる価格帯は、土地は１，２００万円前後、新築戸建ては３，０００万円前後である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大垣（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大垣（県） －

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

不動産鑑定士　丸山事務所

丸山　正樹









低層住宅地

中規模一般住宅のほ
かにアパ－ト、農地
等も見られる住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 70 100 100 低層住宅地

-

１中専(60,200)

景気は上向いているが消費・設備投資の動きはまだ弱い。当市は
製造業を中心に改善傾向にあり、住宅市況は周辺部で回復の兆し
あり。

周辺で小規模な戸建分譲が見られるが、地域内では特段の変動要
因が見当たらず、概ね安定的に推移している。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は一般住宅主体の住宅地域であり、取引は自用目的のものが支配的で居住環境や利便性が重視される。付近で見ら
れるアパート等の収益物件は節税を主目的とし、土地への収益配分まで期待するものではない。したがって、当地域のよう
な住宅地の収益価格は低位になりがちで、その測定には限界がある。以上から、本件では実態市場を反映した比準価格を標
準とし、収益価格も参考にして、代表標準地との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

近隣地域は当市北西部の区画整理済みの住宅地で、周辺地区では農転や工場の跡地利用により戸建分譲が見られ、今後も徐
々に住宅地として熟成していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 47,000 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

46,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

大垣 11

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-4.0

+1.2

+11.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

大垣駅
北西 4km

大垣
4km

(8)

北6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

322

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 25.0 ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

46,400 円／㎡

24,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

50,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.3 ％ ％

107.8 ］

99.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

大垣市菅野３丁目１３番２

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 6月 25日 正常価格

平成 26年 7月 12日平成 26年 7月 1日

14,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 46,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

37,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は当市北部ないし西部等の住宅地域。主な需要者は市内居住の１次取得者で市外からの転入者もみられる。市内
は工場跡地や農転により供給過剰ぎみで、一方需要サイドは選択肢が広いが判然としない景況や雇用・所得面での不安要因
もあって市況回復までは至ってない。ただ、新築戸建は低金利や住宅減税等の影響から比較的堅調な販売状況である。取引
の中心価格帯は土地取引で７～１５百万円程度、新築戸建分譲で２２～２７百万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大垣（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大垣（県） －

基準地番号 提出先

7 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

（株）中園不動産鑑定所

中園　真一









低層住宅地

農家住宅を主体とす
る旧来からの住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 100 100 100 低層住宅地

-

「都計外」

市の郊外に位置し、少子高齢化が進捗している。土地取引も少な
い。

静態的に推移している集落地域で特記すべき地域要因の変化はな
い。

個別的要因に変動はない。

収益性に基づく取引は皆無に等しく賃貸市場は未成熟である。一方比準価格は価格牽連性が強い同一町内の事例を採用して
おり、信頼性は高い。主たる需要者は実際の取引価格を重視するものと思料する。よって市場性を反映した比準価格を採用
し、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

旧家を中心とした山間の集落地域で、今後も現状維持のまま静態的に推移すると予測する。地価水準は下落傾向で推移する
と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 5,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

関ケ原駅
南 12.8km

関ケ原
12.8km

(8)

南3.7m市道

「都計外」

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
３．７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

651

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

30.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 600  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

5,600 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.4％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

大垣市上石津町上多良字堂之上６６７番１外

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 7月 10日 正常価格

平成 26年 7月 15日平成 26年 7月 1日

3,650,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 5,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は上石津町及び周辺市町の農家集落地域。主たる需要者は当該圏域に地縁性を有する個人が大半で、圏外からの
転入者はほとんどない。山間の農家集落地域で静態的に推移しており、取引も限定的である。少子高齢化を背景に需給は弱
い。なお土地取引が少なく需要の中心価格帯を見出すのは困難であるが概ね土地のみで坪あたり２万円弱程度と推定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大垣（県） 11－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大垣（県） －

基準地番号 提出先

11 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

不動産鑑定士　伊藤事務所

伊藤　晃宏



低層住宅地

中規模住宅を主体と
する既成住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 150 30 50 低層住宅地

-

「都計外」

市の郊外に位置し、少子高齢化が進捗している。土地取引も少な
い。

地域要因に特に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

収益性に基づく取引は皆無に等しく賃貸市場は未成熟である。一方比準価格は価格牽連性が強い同一町内の事例を採用して
おり、信頼性は高い。主たる需要者は実際の取引価格を重視するものと思料する。よって市場性を反映した比準価格を採用
し、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

新旧の戸建住宅が見られる郊外の住宅地域で、今後も現状維持のまま静態的に推移すると予測する。地価水準はやや下落傾
向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 10,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

関ケ原駅
南東 4.4km

関ケ原
4.4km

(8)

北東3.3m市道

「都計外」

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北３．
３ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

403

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

25.0  ｍ、　奥行　約 16.0 ｍ、　規模 400  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

10,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.9％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

大垣市上石津町牧田字上野２５４２番

0.0

-1.0

方位

不整形

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 7月 10日 正常価格

平成 26年 7月 15日平成 26年 7月 1日

4,150,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 10,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は上石津町全域及び周辺市町の郊外に位置する住宅地域。主たる需要者は当該圏域に地縁性を有する個人が大半
で、圏外からの転入者はほとんどない。上石津町の中でも比較的利便性の良好な住宅地域で新設住宅も見受けられるが、未
利用地も多く残る等需給はやや弱含みとなっている。なお土地取引が少ないため需要の中心価格帯を見出すのは困難である
が概ね土地のみで坪あたり３万円～４万円程度と推定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大垣（県） 12－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大垣（県） －

基準地番号 提出先

12 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

不動産鑑定士　伊藤事務所

伊藤　晃宏















中低層店舗兼事務所地

小売店舗、営業所の
多い路線商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 150 50 0 中低層の店舗事務所地

-

近商(90,300)

市内の人口は微減傾向であるが生産年齢人口は県平均を上回る。
平成２５年土地取引件数は前年より増加している。

地域要因に特に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

賃貸物件も少なからず見受けられるが、自己利用に基づく場合が中心的で収益性の観点から市場参加する需要者は少ない。
一方比準価格は地域的特性の類似する複数の事例から求められおり規範性は高い。よって比準価格を標準に収益価格を比較
考量し、公示価格を規準とした価格からの検討等も踏まえて鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

事務所
Ｓ３

市内幹線道路沿いの路線商業地域であり、今後も漸次熟成しつつ推移すると予測される。地価水準は概ね横ばいで推移する
と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 91,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

88,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

大垣 9

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.3

+26.9

0.0

+7.1

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

大垣駅
南東 2.5km

大垣
2.5km

(8)

南22m県道

近商
(80,300)

（その他）　　　　
(90,300)

特にない ２２ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

380

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 27.0 ｍ、　規模 380  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

92,000 円／㎡

41,200 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

119,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.1％ ％

136.3 ］

100.8［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

大垣市安井町２丁目１７番１

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 7月 10日 正常価格

平成 26年 7月 15日平成 26年 7月 1日

34,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 90,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

72,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は市内の幹線、準幹線道路沿い路線商業地域。主たる需要者は法人、個人事業者が中心で圏域の内外を問わない
。近隣地域周辺では店舗等の連坦が進んでおり路線商業地域として熟成しつつある。全域的な回復までには至らないものの
、今後の景気次第では土地需要が堅調に推移していくもの期待される。なお取引規模が様々で需要の中心となる価格帯の把
握は困難であるが概ね坪当り３０万円弱程度と推定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大垣（県） 3－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大垣（県） －5

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

不動産鑑定士　伊藤事務所

伊藤　晃宏







中層店舗兼事務所地

店舗、中層ビル等が
混在する駅に近い商
業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 0 100 20 中層店舗兼事務所地

-

商業(90,400)
準防

景気は回復基調にあるも消費・設備投資の動きは弱い。当市は製
造業を中心に改善傾向。商業地は一部高値取引が出始め下落幅は
縮小。

ＪＲ大垣駅北口に近く、かつ、大型商業施設に隣接するため、顧
客の流動性は高く、変動性も窺われる。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は店舗、併用住宅等が混在する商業地であり、周辺では一部貸店舗もみられるが多くは自用店舗である。地域内で
十分な収益性を発揮するには商業熟成が不十分でテナント需要も弱い。よって、本件では実際の市場価格から求め信頼性を
充たす比準価格を標準とし収益価格も参考にして、代表標準地との価格均衡にも留意し、鑑定評価額を上記のとおり決定し
た。

［

［

店舗
Ｓ１

近隣地域は大型商業施設に隣接して顧客の流れが良好であり、今後も徐々に商業施設の集積度を高めてゆくものと予測する
。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 114,000 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

115,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

大垣 9

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.4

+8.7

0.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

大垣駅
北 350m

大垣
350m

(8)

西20m県道､
南側道

商業
(80,400)
準防

（その他）　　　　
(90,400)

大型商業施設に隣接する商
業地域

２０ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

302

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

117,000 円／㎡

72,100 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

119,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.9 ％ ％

111.3 ］

100.8［ ］ 107.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

大垣市林町５丁目１２番１外

+7.0角地

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 6月 25日 正常価格

平成 26年 7月 12日平成 26年 7月 1日

34,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 115,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

85,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は当市市街地及び周辺部の幹線道路沿いの商業地域。主な需要者は地場の個人商店主であるが、規模大の土地に
あっては広域展開を図るチェーンストア事業者等と思料する。商業地市況は依然弱いものの、中には高値取引される物件も
散見される様になった。但し、店舗用地は出店リスクの低減や投下資金の固定化回避等から事業用借地権の活用が主流であ
る。このような中で、商業地取引は依然少なく成約価格もまちまちで明確な市場が見出しづらい。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大垣（県） 6－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大垣（県） －5

基準地番号 提出先

6 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

（株）中園不動産鑑定所

中園　真一



低層店舗住宅併用地

店舗、事業所等が見
られる行政施設に近
い路線商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 200 100 低層店舗住宅併用地

-

「都計外」

上石津地区は都市部から離れた集落地域であり、過疎化が進行し
ている。このため、不動産に対する需要が乏しく、市場は低迷し
ている。

特に大きな変化は見られず、現状維持で推移している。

個別的要因に変動はない。

近隣地域内は、自用の店舗が中心となっており、賃貸物件は、皆無に等しく、商業事業者向けの賃貸市場の成熟の程度は
総じて低い。よって、収益価格を求めることはできなかった。比準価格を採用し、過疎地域のマクロ的観点からの地価水
準との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｓ２

今後とも現状のまま推移すると予測する。近隣地域を含む上石津地区は過疎化が進行している地域であり、土地需要は乏
しい。地価は下落傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 10,900 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

関ケ原駅
南方 11km

関ケ原
11km

(8)

東14m国道

「都計外」

（その他）　　　　

上石津町を南北に縦断する
国道３６５号沿いの路線商
業地域

１４ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

1,038

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 40.0 ｍ、　規模 800  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

10,700 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.8 ％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

大垣市上石津町上原字猿海道１３３０番１外

-1.0不整形

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 6月 24日 正常価格

平成 26年 7月 14日平成 26年 7月 1日

11,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 10,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、西濃地域の郊外、山間部等を走る幹線道路、準幹線道路沿いに散在する未成熟な路線商業地域、及びその
背後の混在地域が中心である。主な需要者は地元の個人事業者であり、経営規模が小さい事業者が中心となる。圏内では
散発的にコンビニ等の出店が見られる程度で、その他はほとんど動きがない。過疎化が進行している地域が大半で、土地
需要は乏しく、不動産の取引は少ない。したがって、需要の中心となる価格帯を判定することはできなかった。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

大垣（県） 7－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

大垣（県） －5

基準地番号 提出先

7 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

不動産鑑定士　丸山事務所

丸山　正樹
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